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第４節 財務活動収支（第１２７条―第１３３条） 

第６章 注記（第１３４条―第１３８条） 

第７章 連結（第１３９条―第１４４条） 
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付則 

別記 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この基準は、財務書類の作成に関して必要な事項を定めることにより、資産・債務

の適正な管理、区民に対する説明責任の適切な履行及び行政経営力の強化に資することを

目的とする。 

（体系） 

第２条 財務書類の体系は、総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」（以下「総

務省マニュアル」という。）が定める統一的な基準による貸借対照表、行政コスト計算書、

純資産変動計算書、資金収支計算書並びにこれらに関する事項についての注記及び附属明

細書とする。 

（作成基準日） 

第３条 財務書類の作成基準日（以下「基準日」という。）は、会計年度末（３月３１日）

とする。ただし、会計年度末から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の５

に定める出納の閉鎖までの期間における歳入及び歳出並びにそれに伴う資産及び負債の

増減等を反映した後の数値をもって会計年度末の数値とする。 

（対象範囲） 

第４条 この基準の対象範囲は、一般会計等及び特別会計とする。 

第２章 貸借対照表 

第１節 総則 

（作成目的） 

第５条 貸借対照表は、基準日現在における区の資産、負債及び純資産の状況を明らかにす

ることを目的として作成する。 

（貸借対照表の区分） 

第６条 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分する。 

２ 資産の部及び負債の部は、固定性配列法により表示するものとし、当該配列法における
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流動及び固定の区分は、一年基準に従い、基準日の翌日から１年以内に回収又は履行の期

限が到来するものを流動資産又は流動負債とし、それ以外のものを固定資産（有形固定資

産、無形固定資産及び投資その他の資産）及び固定負債とする。 

第２節 資産 

第１款 総則 

（資産の区分） 

第７条 資産は、固定資産及び流動資産に区分する。 

第２款 固定資産 

第１目 総則 

（固定資産の区分） 

第８条 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分する。 

第２目 有形固定資産 

（有形固定資産の区分） 

第９条 有形固定資産は、事業用資産、インフラ資産及び物品に区分する。ただし、取得価

額が１００万円未満又は耐用年数が１年以下の減価償却資産は、有形固定資産として取り

扱わない。 

（事業用資産） 

第１０条 事業用資産は、インフラ資産及び物品以外の有形固定資産で次に掲げる種類ごと

に計上する。 

（１） 土地 

（２） 立木竹 

（３） 建物 

（４） 工作物 

（５） 船舶 

（６） 浮標等 

（７） 航空機 

（８） 建設仮勘定 

（９） その他 

（インフラ資産） 

第１１条 インフラ資産は、システム若しくはネットワークの一部であること、性質が特殊

なものであり、かつ、代替的利用ができないこと、移動させることができないこと又は処
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分に関し制約を受けることといった特徴を有するものとし、次に掲げる種類ごとに計上す

る。 

（１） 土地 

（２） 建物 

（３） 工作物 

（４） 建設仮勘定 

（５） その他 

（物品） 

第１２条 物品は、地方自治法第２３９条第１項に規定するもので、原則として、取得価額

又は見積価格が１００万円以上の場合に資産として計上する。 

（事業用資産の評価及び計上額） 

第１３条 開始貸借対照表作成時の事業用資産は、原則として、次に掲げる方法により算定

した再調達価額により評価し、当該評価額をもって計上する。ただし、この方法により算

定した場合、当該土地の実態を適切に示すことができないと判断されるときは、他の合理

的な方法により再調達価額を算定することができる。 

（１） 東京都の固定資産税評価額の同一地目・一定の地域ごとの平均単価を算定し、当

該土地の面積を乗じて得た額 

（２） 固定資産税概要調書の地目別平均単価の額（前号による算定が困難な場合に限

る。） 

２ 開始貸借対照表作成時の事業用資産のうち土地以外の計上額は、原則として、次に掲げ

る方法により算定した再調達価額から開始貸借対照表作成年度までの減価償却累計額を

控除した額を計上する。 

（１） 当該資産の取得価額が判明している場合は、物価・貨幣価値の変動を考慮するた

め、取得価額に総務省「新地方公会計制度実務研究会報告書」（以下「実務研究会報告

書」という。）の別表B５及びB８に記載されているデフレータ（物価指数）を乗じて

得た額 

再調達価額＝取得価額（事業費）×デフレータ（物価指数） 

開始時簿価＝再調達価額－減価償却累計額 

（２） 当該資産の取得価額が判明していない場合は、建物構造物別・用途別の単価表（社

団法人全国市有物件災害共済会が定めたもの）等を用いて算定した額 

再調達価額＝再調達のために必要な事業量×単価 

4/28 



＝不動産鑑定評価額 

開始時簿価＝再調達価額－減価償却累計額 

３ 事業用資産のうち、開始貸借対照表作成後の土地については、原則として、取得価額に

より評価し、当該評価額をもって計上する。この場合において、土地の取得価額は、次に

掲げる額を含むものとする。 

（１） 土地購入対価 

（２） 購入手数料 

（３） 測量・登記費用 

（４） 造成費及び造成関連費 

（５） その他当該土地が稼動し、又は供用を開始するまでの間に要する費用 

４ 事業用資産のうち、開始貸借対照表作成後の土地以外については、原則として、取得価

額から減価償却累計額を控除した額により評価し、当該評価額をもって計上する。この場

合において、取得価額は、次に掲げる額を含むものとする。 

（１） 当該資産の購入対価（工事費） 

（２） 消費税 

（３） 購入手数料 

（４） 測量・登記費用 

（５） 運送費 

（６） 据付費 

（７） 試運転費 

（８） その他当該資産が稼動し、又は供用を開始するまでの間に要する費用 

（インフラ資産の評価及び計上額） 

第１４条 インフラ資産は、次項から第５項までに定める方法により評価し、当該評価額を

もって計上する。 

２ 開始貸借対照表作成時のインフラ資産のうち、土地（道路の底地等）の評価は、道路の

底地とその上部構造の工作物等が不可分一体（当該工作物等が移動不可能又は移動しない

ものと想定される事例等）と認められる場合は、原則として、当該底地の取得価額により

評価する。ただし、取得価額が不明な場合（無償取得分を含む。）は、路線価を基礎とし

て面積単価を算定し、道路面積を乗じて得た額により評価する。 

３ 開始貸借対照表作成時のインフラ資産のうち、道路の底地上に整備された上部構造工作

物等は、次のとおり区分し、それぞれ別途定めた単価を用いて評価する。 
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道路構造物 

種別 区分 

車道舗装 中級舗装 

高級舗装 

インター・タイル舗装 

歩道舗装 アスコン１４型 

インター・タイル舗装 

L型側溝 ― 

街渠 ― 

道路附属設備 

種別 区分 

防護柵 ガードパイプ 

Uパイプ 

ボラード 

カーブミラー 一面鏡 

二面鏡 

標識類 交通標識 

坂名標識 

街路灯 Ⅰ型 独立 

共架 

Ⅱ型 独立 

共架 

Ⅲ型 独立 

共架 

デザイン灯 独立 

共架 

４ 開始貸借対照表作成後のインフラ資産については、原則として、取得価額により評価す

るものとし、当該取得価額は、前条第３項各号及び同条第４項各号に定める額を含むもの

とする。 

（物品の評価及び計上額） 
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第１５条 物品は、原則として、取得価額で評価し、当該評価額から減価償却費を控除した

額をもって計上する。ただし、開始貸借対照表作成時における評価において取得価額が不

明な物品については、再調達価額から、開始貸借対照表作成時までの減価償却累計額を控

除した額を計上するものとする。 

（リース資産の取扱い） 

第１６条 所有権移転ファイナンス・リース取引により調達した固定資産については、原則

として、リース料総額から利息費用相当額を控除した額を資産及び負債に計上する。ただ

し、以下の各号に掲げる要件を満たす場合は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理

することができる。 

（１） 重要性が乏しい償却資産について、購入時に費用処理することが採用されている

場合で、リース料総額が当該基準以下のリース取引 

（２） リース期間が１年以内のリース取引 

（３） 区の活動において重要性の乏しいもので、リース契約１件あたりのリース料総額

（維持管理費相当額又は通常の保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める割合

が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる。）が３００万円以下のリー

ス取引 

（建設仮勘定の評価及び計上額） 

第１７条 建設仮勘定は、資産が公共の用に供するまでの間に生じた当該資産に係る支出累

計額を計上する。 

（売却可能資産の取扱い） 

第１８条 売却可能資産は、次の各号のいずれかに該当する資産とし、売却可能価額を注記

する。 

（１） 次年度予算において、財産収入として措置されている資産 

（２） 港区公有財産管理運用委員会規則（昭和４３年港区規則第２号）に基づき設置さ

れた港区公有財産管理運用委員会において売却が承認された資産 

２ 売却可能価額は、原則として、不動産鑑定士等、資産評価の専門家による鑑定評価によ

って算定された当該資産の実態が反映された金額とする。ただし、必要と認める場合は、

次に掲げる方法により評価することを妨げない。 

（１） 売却可能資産が土地の場合 東京都の固定資産税評価額を基準として平均単価を

算定し、当該土地の面積を乗じる。この場合において、補正率等を考慮することで、よ

り実態に則した評価ができる場合は、当該補正率等を考慮する。 
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（２） 売却可能資産が建物であってその取得価額が判明している場合 取得価額に実務

研究会報告書の別表B５及びB８に記載されているデフレータを乗じる。 

（３） 売却可能資産が建物であってその取得価額が判明していない場合 建物構造物

別・用途別の単価表（社団法人全国市有物件災害共済会が定めたもの）等を用いて算定

する。 

（４） 売却可能資産が建物及びその敷地の場合 原則として、建物と敷地を一体として

評価する。ただし、必要と認めるときは、前３号に規定する方法により、売却可能資産

を建物とその敷地に分け、個々別々に評価することができる。 

３ 売却可能価額の再評価に当たっては、原則として、前項の方法により行うものとする。

ただし、これにより難いときは、前年度末の評価額を適切に補正した額をもって評価する

ことができる。 

（減価償却） 

第１９条 有形固定資産（土地、立木竹、美術品・骨董品・歴史的建造物及び建設仮勘定を

除く。）は、残存価額を零として定額法により減価償却を行う。 

２ 耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）

の定めるところによる。 

３ 固定資産の備忘価額は、１円とする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、インフラ資産の工作物（道路の底地と一体である工作物の

うち橋りょう、トンネル、駐輪場、電線共同溝を除く構造物及び付属物）については、取

替法を適用する。 

第３目 無形固定資産 

（無形固定資産） 

第２０条 無形固定資産は、次に掲げるものであって、現に公用若しくは公共用に供し、又

は将来公用若しくは公共用に供することを目的として所有するものとする。ただし、取得

価額が１００万円未満又は耐用年数が１年以下の減価償却資産は、無形固定資産として取

り扱わない。 

（１） 地上権 

（２） 特許権 

（３） 地役権 

（４） 著作権 

（５） ソフトウェア 
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（６） その他これらに準ずるもの 

２ 無形固定資産の貸借対照表上の表示は、原則として、「ソフトウェア」と「その他」に

区分して表示し、前項各号におけるソフトウェア以外の無形固定資産については、その他

に区分して表示する。ただし、金額的に重要性が高いものについては、当該科目を区分し

て表示することができる。 

（無形固定資産の評価及び計上額） 

第２１条 無形固定資産は、原則として、取得価額により評価し、当該評価額をもって計上

する。ただし、開始貸借対照表作成時における評価において取得価額が不明な無形固定資

産については、再調達価額により評価し、当該評価額をもって計上する。 

２ 無形固定資産のうちソフトウェアについては、前項の規定にかかわらず、第１３条第２

項及び同条第４項の規定に基づき評価し、当該評価額をもって計上する。 

３ ソフトウェア仮勘定は、資産が公共の用に供するまでの間に生じた当該財産に係る支出

累計額を計上する。 

第４目 投資その他の資産 

（投資その他の資産の区分） 

第２２条 投資その他の資産は、投資及び出資金、投資損失引当金、長期貸付金、基金、長

期延滞債権、その他並びに徴収不能引当金に区分する。 

２ 前項の投資及び出資金は、有価証券、出資金及びその他に区分する。 

３ 第１項の基金は、減債基金及びその他に区分する。 

（投資及び出資金の評価及び計上額） 

第２３条 投資及び出資金のうち、有価証券は港区が保有している債券等を計上し、出資金

は公有財産として管理されている出資等を計上し、その他は有価証券及び出資金以外の投

資及び出資金を計上する。 

２ 有価証券は、満期保有目的有価証券及び満期保有目的以外の有価証券に区分する。 

３ 満期保有目的有価証券は、満期まで保有する意図をもって保有している債券をいい、償

却原価法により算定した価額をもって計上する。 

４ 満期保有目的以外の有価証券、出資金及びその他（以下、「満期保有目的以外の有価証

券等」という。）のうち、市場価格のある満期保有目的以外の有価証券等については、基

準日の時価により評価し、当該評価額をもって計上する。この場合において、時価と取得

価額との間に差額が生じるときは、洗替方式により当該差額を純資産変動計算書の資産評

価差額に計上する。 
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５ 市場価格のある投資及び出資金の基準日時価が、取得価額に比して３０％以上下落した

場合は、回復する見込みがあると認められる場合を除き、基準日時価と取得価額又は償却

原価との差額を臨時損失（その他）として行政コスト計算書に計上し、翌年度以降は当該

時価を取得価額とみなす。 

６ 満期保有目的以外の有価証券等のうち、市場価格のないものは、取得価額又は償却原価

をもって計上する。 

７ 市場価格のない投資及び出資金については、毎年度実質価額の算定を行う。この場合に

おいて、実質価額とは、投資・出資先法人等の純資産のうち、区の出資割合相当額のこと

をいう。 

８ 市場価格のない投資及び出資金のうち連結対象団体以外に対する投資及び出資金につ

いて、実質価額が取得価額に比して３０％以上下落した場合は、実質価額と取得価額との

差額を臨時損失（その他）として行政コスト計算書に計上し、翌年度以降は当該実質価額

を取得価額とみなす。 

９ 市場価格のない投資及び出資金のうち連結対象団体に対する投資及び出資金について、

実質価額が取得価額に比して３０％以上下落した場合は、実質価額と取得価額との差額を

投資損失引当金繰入額として行政コスト計算書に計上するとともに、同額を投資損失引当

金に計上する。 

（投資損失引当金の評価及び計上額） 

第２４条 前条第９項の規定により行政コスト計算書の投資損失引当金繰入額に計上した

額は、投資損失引当金に負数で計上するものとする。 

２ 前年度の貸借対照表に投資損失引当金が計上されている場合は、前年度計上額を加算し

た額を計上する。 

（長期貸付金の評価及び計上額） 

第２５条 長期貸付金は、年度末貸付金総残高のうち、返済歳入調定年度未到来残高から短

期貸付金を除いたものを計上する。 

２ 年度末貸付金総残高のうち、当年度において返済歳入の調定をしたもので、当年度末ま

でに返済がされなかったものについては、未収金又は長期延滞債権に計上する。 

３ 他会計に対する負担金や補助金として処理されているもののうち、他会計において借入

金として計上しているものについては、貸付金と同様に処理し、長期貸付金又は短期貸付

金に計上する。 

４ 他会計からの繰入金として決算統計上整理されている貸付金の元金償還額については
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残高から控除する。 

（基金の評価及び計上額） 

第２６条 基金は、基金のうち流動資産に区分されるもの以外のものをいい、減債基金及び

その他について、個別に当年度末の積立累計額を計上する。なお、本条に規定する減債基

金は、流動資産に計上されるものを除いた額とする。 

２ 基金に含まれる土地及び建物のうち、第１８条に該当するものについては、同条に規定

する方法による評価額を注記する。 

３ 基金に含まれる有価証券及び出資金については、第２３条と同様の方法により評価する。 

（長期延滞債権の評価及び計上額） 

第２７条 長期延滞債権は、全ての収入未済額のうち当初調定年度が過年度のものの合計額

を計上する。 

２ 前項に該当する収入未済額の債務者に対する債権は、全て長期延滞債権に振り替えるも

のとする。 

第３款 流動資産 

（流動資産の区分） 

第２８条 流動資産は、現金預金、未収金、短期貸付金、基金、棚卸資産、その他及び徴収

不能引当金に区分する。 

（現金預金の計上額） 

第２９条 現金預金は、現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物をいい、歳計現金

及び歳計外現金を計上する。 

２ 歳計現金は、当該年度の歳入歳出差引を計上する。ただし、歳入歳出差引がマイナスと

なる場合、計上額は零とする。 

３ 歳計外現金は、それに対応する負債も貸借対照表に計上する。 

（未収金の計上額） 

第３０条 未収金の計上額は、年度末の収入未済額のうち、当初調定年度が現年分の収入未

済額とする。 

（短期貸付金の計上額） 

第３１条 短期貸付金の計上額は、年度末貸付金総残高のうち、返済歳入調定年度未到来残

高の中から、翌年度に償還期限が到来するものを計上する。 

（基金の区分） 

第３２条 基金は、財政調整基金及び減債基金に区分する。 
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（財政調整基金の計上額） 

第３３条 財政調整基金は、財政調整基金の年度末残高を計上する。 

（減債基金の計上額） 

第３４条 減債基金は、減債基金の年度末残高のうち歳計剰余金処分により積み立てたもの

等特定の地方債との紐付けがないものを計上する。なお、地方債の満期一括償還の財源に

充てるため積み立てている減債基金は固定資産として計上する。 

（棚卸資産の計上額） 

第３５条 棚卸資産は、売却を目的として保有している資産をいい、原則として取得価額を

計上する。ただし、年度末の帳簿価額よりも正味実現可能価額が低い場合には正味実現可

能価額を計上する。 

（その他の計上額） 

第３６条 その他は、現金預金、未収金、短期貸付金、基金、棚卸資産及び徴収不能引当金

以外の流動資産を計上する。 

（徴収不能引当金の評価及び計上額） 

第３７条 貸付金に係る徴収不能引当金は、原則として、貸付金ごとに次に掲げる方法によ

り個別評価する。 

（１） 第三セクター等に対する貸付金について、相手先の貸借対照表上の純資産の金額

がマイナスになっている場合は、貸付金額の全額を徴収不能引当金とすること。 

（２） 貸付金の減免について、本基準以外の他の規則、要綱等で定めがある場合は、当

該金額を徴収不能引当金とすること。 

（３） 債務者の居所が不明な場合、個人債務者で自己破産をした場合及び法人債務者で

民事再生法の適用等実質的に破綻したものとみなされる場合は、貸付金額の全額を徴収

不能引当金とすること。 

（４） 前３号の規定にかかわらず、多数の相手先に同種の貸付けを行っているもののう

ち、貸付金が１債務者当たり１００万円未満の貸付金については、同種の貸付金ごとに

過去５年間の不納欠損実績率の平均値を当該貸付金合計残高に乗じて得た額を徴収不

能引当金とすること。 

（５） 前号における過去５年間の不納欠損実績率は、過去５年間の不納欠損実績額÷貸

付金残高の平均値とすること。 

（６） 貸付金に係る徴収不能引当金の評価は、原則として、前各号に規定するところに

よるものとするが、当分の間、第３項に規定する方法によることができるものとするこ
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と。 

２ 長期延滞債権に関する徴収不能引当金は、原則として、次に掲げる方法により長期延滞

債権ごとに個別評価する。 

（１） 前項第２号に規定する長期延滞債権については、当該金額を徴収不能引当金とす

ること。 

（２） 前項第３号に規定する状況のほか、消滅時効が成立しているものについては、債

権額の全額を徴収不能引当金とすること。 

（３） 前項第４号から第６号までの規定は、長期延滞債権の評価に準用すること。 

３ 未収金に関する徴収不能引当金は、原則として、過去５年間の不納欠損実績率の平均値

で評価する。 

第３節 負債 

第１款 総則 

（負債の区分） 

第３８条 負債は、固定負債及び流動負債に区分する。 

第２款 固定負債 

（固定負債の区分） 

第３９条 固定負債は、地方債、長期未払金、退職手当引当金、損失補償等引当金及びその

他に区分する。 

（地方債の計上額） 

第４０条 地方債は、地方債年度末残高から１年内償還予定地方債を控除した額を計上する。 

（長期未払金の計上額） 

第４１条 長期未払金は、債務負担行為のうち既に確定した債務及びその他の確定債務のう

ち、流動負債に区分されるもの以外の金額を計上する。 

（退職手当引当金の計上額） 

第４２条 退職手当引当金は、年度末に特別職を含む全職員（年度末退職者を除く。）が自

己都合退職した場合の退職手当支給見込額を計上する。 

２ 退職手当引当金の計算は、一人ごとの職員の退職手当を積み上げて算出する。 

（損失補償等引当金の計上額） 

第４３条 損失補償等引当金は、履行すべき額が確定していない損失補償債務のうち、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）における将来負担比率

の算定に含めた将来負担額を計上する。 
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（その他の計上額） 

第４４条 その他は、地方債、長期未払金、退職手当引当金及び損失補償等引当金以外の固

定負債を計上する。 

第３款 流動負債 

（流動負債の区分） 

第４５条 流動負債は、１年内償還予定地方債、未払金、未払費用、前受金、前受収益、賞

与等引当金、預り金及びその他に区分する。 

（１年内償還予定地方債の計上額） 

第４６条 １年内償還予定地方債は、地方債の償還予定額のうち、契約上償還日が翌年度に

到来するものを計上する。 

（未払金の計上額） 

第４７条 未払金は、債務負担行為のうち既に確定したものについて、翌年度に支出予定の

ものを計上する。 

（未払費用の計上額） 

第４８条 未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務提供を受けている場合、基準日時

点において、既に提供された役務に対して未だその対価の支払いを終えていないものを計

上する。 

（前受金の計上額） 

第４９条 前受金は、基準日時点において、代金の納入は受けているが、これに対する義務

の履行を行っていないものを計上する。 

（前受収益の計上額） 

第５０条 前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、基準日時点に

おいて、提供していない役務に対し支払いを受けたものを計上する。 

（賞与等引当金の計上額） 

第５１条 賞与等引当金は、翌年度に支払予定の期末手当、勤勉手当及びそれらに係る法定

福利費のうち、支給対象期間が当年度に属する分を計上する。 

（預り金の計上額） 

第５２条 預り金は、基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る見返負債を計

上する。 

（その他の計上額） 

第５３条 その他は、１年内償還予定地方債、未払金、未払費用、前受金、前受収益、賞与
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等引当金及び預り金以外の流動負債を計上する。 

第４節 純資産 

（純資産の区分） 

第５４条 純資産は、固定資産等形成分及び余剰分（不足分）に区分する。 

（固定資産等形成分の計上額） 

第５５条 固定資産等形成分は、資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、貸借対照表

の固定資産全額、流動資産のうち短期貸付金及び基金の合計額を計上する。 

（余剰分（不足分）の計上額） 

第５６条 余剰分（不足分）は、金銭の形で保有される費消可能な資源の蓄積をいい、固定

資産等形成分以外の純資産額とし、資産合計から負債合計及び固定資産等形成分の金額を

控除した額を計上する。 

第３章 行政コスト計算書 

第１節 総則 

（作成目的） 

第５７条 行政コスト計算書は、一会計期間（４月１日から翌年３月３１日まで）における

区の行政サービスに要したコスト（費用）及び受益者負担等の対応状況を明らかにするこ

とを目的として作成する。 

（行政コスト計算書の区分） 

第５８条 行政コスト計算書は、経常費用、経常収益、臨時損失及び臨時利益に区分する。 

第２節 経常費用 

（経常費用の定義及び区分） 

第５９条 経常費用は、費用の定義に該当するもののうち、毎会計年度、経常的に発生する

ものであり、業務費用及び移転費用に区分する。 

２ 業務費用は、人件費、物件費等及びその他の業務費用に区分する。 

３ 移転費用は、補助金等、社会保障給付、他会計への繰出金及びその他に区分する。 

４ 人件費は、職員給与費、賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額及びその他に区分

する。 

５ 物件費等は、物件費、維持補修費、減価償却費及びその他に区分する。 

６ その他の業務費用は、支払利息、徴収不能引当金繰入額及びその他に区分する。 

（職員給与費の計上額） 

第６０条 職員給与費は、職員等に対して勤労の対価や報酬として支払われる費用を計上す
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る。ただし、退職手当引当金及び賞与等引当金から充当された分は除くこととする。 

（賞与等引当金繰入額の計上額） 

第６１条 賞与等引当金繰入額は、賞与等引当金の当該会計年度発生額を計上する。 

（退職手当引当金繰入額の計上額） 

第６２条 退職手当引当金繰入額は、退職手当引当金の当該年度発生額を計上する。 

（人件費のその他の計上額） 

第６３条 人件費のその他は、職員給与費、賞与等引当金繰入額及び退職手当引当金繰入額

以外の人件費を計上する。 

（物件費の計上額） 

第６４条 物件費は、職員旅費、委託料、消耗品・備品購入費等消費的性質の経費であって、

資産計上されないものの当該年度発生額を計上する。 

（維持補修費の計上額） 

第６５条 維持補修費は、資産の機能維持のために必要な修繕費等の当該年度発生額を計上

する。 

（減価償却費の計上額） 

第６６条 減価償却費は、有形固定資産及び無形固定資産（ともに償却資産に限る。）の当

該会計期間中の負担となる資産価値減少額を計上する。なお、当該計上額は、当該資産の

評価額に耐用年数の償却率を乗じて算定する。 

（物件費等のその他の計上額） 

第６７条 物件費等のその他は、物件費、維持補修費及び減価償却費以外の物件費等を計上

する。 

（支払利息の計上額） 

第６８条 支払利息は、当該年度地方債利子負担額と当該年度一時借入金利子の発生合計額

を計上する。 

（徴収不能引当金繰入額の計上額） 

第６９条 徴収不能引当金繰入額は、徴収不能引当金の当該年度発生額を計上する。 

（その他の業務費用のその他の計上額） 

第７０条 その他の業務費用のその他は、支払利息及び徴収不能引当金繰入額以外のその他

の業務費用を計上する。 

（補助金等の計上額） 

第７１条 補助金等は、政策目的による補助金等の当該年度発生額を計上する。ただし、他
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会計への支出額は含めない。 

（社会保障給付の計上額） 

第７２条 社会保障給付は、社会保障給付としての扶助費等の当該年度発生額を計上する。 

（他会計への繰出金の計上額） 

第７３条 他会計への繰出金は、地方公営事業会計に対する繰出金の当該年度発生額を計上

する。ただし、次に掲げる項目は、他会計等への支出額から除くものとする。 

（１） 定額運用基金への繰出金 

（２） 他会計に対する負担金又は補助金として処理されているもののうち、他会計に対

する投資及び出資金又は貸付金として貸借対照表の資産に計上した金額 

（３） 他会計に対する負担金又は補助金として処理されているもののうち、他会計借入

金として貸借対照表の負債に計上されているものの返済に相当する額（他会計において

貸付金元金償還金として整理されている金額） 

（移転費用のその他の計上額） 

第７４条 移転費用のその他は、補助金等、社会保障給付及び他会計への繰出金以外の移転

費用を計上する。 

第３節 経常収益 

（経常収益の定義及び区分） 

第７５条 経常収益は、収益の定義に該当するもののうち、毎会計年度経常的に発生するも

のであり、使用料及び手数料並びにその他に区分する。 

（使用料及び手数料の計上額） 

第７６条 使用料及び手数料は、区がその活動として一定の財・サービスを提供する場合に、

当該財・サービスの対価として使用料及び手数料の形態で徴収するもので、当該年度調定

額を計上する。ただし、過年度調定したものを当該年度に繰越調定した場合は、当該繰越

調定額を除くものとする。 

（その他の計上額） 

第７７条 その他は、使用料及び手数料以外の経常収益を計上する。 

第４節 臨時損失 

（臨時損失の定義及び区分） 

第７８条 臨時損失は、費用の定義に該当するもののうち、臨時に発生するものであり、災

害復旧事業費、資産除売却損、投資損失引当金繰入額、損失補償等引当金繰入額及びその

他に区分する。 
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（災害復旧事業費の計上額） 

第７９条 災害復旧事業費は、災害復旧に関する費用を計上する。 

（資産除売却損の計上額） 

第８０条 資産除売却損は、資産の売却による収入が帳簿価額を下回る場合の差額及び除却

した資産の除却時の帳簿価額を計上する。 

（投資損失引当金繰入額の計上額） 

第８１条 投資損失引当金繰入額は、投資損失引当金の当該年度発生額を計上する。 

（損失補償等引当金繰入額の計上額） 

第８２条 損失補償等引当金繰入額は、損失補償等引当金の当該年度発生額を計上する。 

（その他の計上額） 

第８３条 その他は、災害復旧事業費、資産除売却損、投資損失引当金繰入額及び損失補償

等引当金繰入額以外の臨時損失を計上する。 

第５節 臨時利益 

（臨時利益の定義及び区分） 

第８４条 臨時利益は、収益の定義に該当するもののうち、臨時に発生するものであり、資

産売却益及びその他に区分する。 

（資産売却益の計上額） 

第８５条 資産売却益は、資産の売却による収入が帳簿価額を上回る場合の差額を計上する。 

（その他の計上額） 

第８６条 その他は、資産売却益以外の臨時利益を計上する。 

第４章 純資産変動計算書 

（作成目的） 

第８７条 純資産変動計算書は、一会計期間（４月１日から翌年３月３１日まで）における

貸借対照表の純資産の部の変動状況を明らかにすることを目的として作成する。 

（純資産変動計算書の区分） 

第８８条 純資産変動計算書は、期首純資産残高、純行政コスト、財源、固定資産等の変動

（内部変動）、資産評価差額、無償所管替等、その他及び期末純資産残高に区分する。 

２ 財源は、税収等及び国都等補助金に区分する。 

３ 固定資産等の変動（内部変動）は、有形固定資産等の増加、有形固定資産等の減少、貸

付金・基金等の増加及び貸付金・基金等の減少に区分する。 

（期首純資産残高の計上額） 
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第８９条 期首純資産残高は、前年度の貸借対照表における純資産残高を計上する。 

（純行政コストの計上額） 

第９０条 純行政コストは、行政コスト計算書における純行政コストの金額を、余剰分（不

足分）の列に計上する。 

（税収等の計上額） 

第９１条 税収等は、地方税、地方交付税及び地方譲与税等をいい、これらの当該年度決算

額に、当該年度末長期延滞債権及び未収金計上額を加えた金額から、前年度末長期延滞債

権及び未収金計上額を差し引いた金額を、余剰分（不足分）の列に計上する。 

（国都等補助金の計上額） 

第９２条 国都等補助金は、当年度国庫支出金及び都支出金決算額に当該年度末長期延滞債

権及び未収金計上額を加えた金額から、前年度末長期延滞債権及び未収金計上額を差し引

いた金額を、余剰分（不足分）の列に計上する。 

（有形固定資産等の増加の計上額） 

第９３条 有形固定資産等の増加は、有形固定資産及び無形固定資産の当該年度増加額を、

固定資産等形成分に計上し、同額を余剰分（不足分）から控除する。 

（有形固定資産等の減少の計上額） 

第９４条 有形固定資産等の減少は、有形固定資産及び無形固定資産の当該年度減少額を、

固定資産等形成分から控除し、同額を余剰分（不足分）に計上する。 

（貸付金・基金等の増加の計上額） 

第９５条 貸付金・基金等の増加は、貸付金、基金、投資及び出資金等の当該年度増加額を、

固定資産等形成分に計上し、同額を余剰分（不足分）から控除する。 

（貸付金・基金等の減少の計上額） 

第９６条 貸付金・基金等の減少は、貸付金、基金、投資及び出資金等の当該年度減少額を、

固定資産等形成分から控除し、同額を余剰分（不足分）に計上する。 

（資産評価差額の計上額） 

第９７条 資産評価差額は、有価証券等の評価差額を固定資産等形成分の列に計上する。 

（無償所管替等の計上額） 

第９８条 無償所管替等は、当該年度に寄附等により無償で資産を譲渡又は取得した固定資

産の評価額等を、固定資産等形成分の列に計上する。 

（その他） 

第９９条 その他は、当年度に第９０条から前条までの規定に該当しない純資産の変動があ
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った場合に計上する。 

第５章 資金収支計算書 

第１節 総則 

（作成目的） 

第１００条 資金収支計算書は、一会計期間（４月１日から翌年３月３１日まで）における

区の資金の収支状況を明らかにすることを目的として作成する。 

（資金収支計算書の区分） 

第１０１条 資金収支計算書は、業務活動収支、投資活動収支及び財務活動収支に区分する。 

（資金の範囲） 

第１０２条 資金収支計算書における資金には、歳計外現金は含めない。ただし、歳計外現

金の前年度末残高、当年度増減額及び当年度残高を本表欄外に注記する。 

第２節 業務活動収支 

（業務活動収支の区分） 

第１０３条 業務活動収支は、業務支出、業務収入、臨時支出及び臨時収入に区分する。 

２ 業務支出は、業務費用支出及び移転費用支出に区分する。 

３ 業務費用支出は、人件費支出、物件費等支出、支払利息支出及びその他の支出に区分す

る。 

４ 移転費用支出は、補助金等支出、社会保障給付支出、他会計への繰出支出及びその他の

支出に区分する。 

５ 業務収入は、税収等収入、国都等補助金収入、使用料及び手数料収入並びにその他の収

入に区分する。 

６ 臨時支出は、災害復旧事業費支出及びその他の支出に区分する。 

（人件費支出の計上額） 

第１０４条 人件費支出は、当該年度支出額を計上する。 

（物件費等支出の計上額） 

第１０５条 物件費等支出は、当該年度支出額を計上する。 

（支払利息支出の計上額） 

第１０６条 支払利息支出は、当該年度地方債利子負担額及び当年度一時借入金利子の支出

合計額を計上する。 

（業務費用支出のその他の支出の計上額） 

第１０７条 業務費用支出のその他の支出は、人件費支出、物件費等支出及び支払利息支出
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以外の業務費用支出額を計上する。 

（補助金等支出の計上額） 

第１０８条 補助金等支出は、補助金等の当該年度支出額を計上する。ただし、他会計への

繰出金支出は除く。 

（社会保障給付支出の計上額） 

第１０９条 社会保障給付は、社会保障給付の当該年度支出額を計上する。 

（他会計への繰出支出の計上額） 

第１１０条 他会計への繰出支出は、他会計に対する繰出に係る支出額を計上する。 

（移転費用支出のその他支出の計上額） 

第１１１条 移転費用支出のその他支出は、補助金等支出、社会保障給付支出及び他会計へ

の繰出支出以外の移転費用支出額を計上する。 

（税収等収入の計上額） 

第１１２条 税収等収入は、地方税等の当該年度収入額を計上する。 

（国都等補助金収入の計上額） 

第１１３条 国都等補助金収入は、国庫支出金及び都支出金の当該年度収入額から、投資活

動収支に計上された額を除いた額を計上する。 

（使用料及び手数料収入の計上額） 

第１１４条 使用料及び手数料収入は、使用料及び手数料の当該年度収入額を計上する。 

（業務収入のその他の収入の計上額） 

第１１５条 業務収入のその他の収入は、税収等収入、国都等補助金収入並びに使用料及び

手数料収入以外の業務収入額を計上する。 

第３節 投資活動収支 

（投資活動収支の区分） 

第１１６条 投資活動収支は、投資活動支出及び投資活動収入に区分する。 

２ 投資活動支出は、公共施設等整備費支出、基金積立金支出、投資及び出資金支出、貸付

金支出並びにその他の支出に区分する。 

３ 投資活動収入は、国都等補助金収入、基金取崩収入、貸付金元金回収収入、資産売却収

入及びその他の収入に区分する。 

（公共施設等整備費支出の計上額） 

第１１７条 公共施設等整備費支出は、当該年度における区が整備する有形固定資産等に関

する支出額を計上する。 
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（基金積立金支出の計上額） 

第１１８条 基金積立金支出は、積立金の当該年度積立額を計上する。ただし、歳計剰余金

処分による基金積立額がある場合は、その金額を加算する。 

（投資及び出資金支出の計上額） 

第１１９条 投資及び出資金支出は、投資及び出資金の当該年度出資額を計上する。 

（貸付金支出の計上額） 

第１２０条 貸付金支出は、貸付金の当該年度貸付額を計上する。 

（その他の支出の計上額） 

第１２１条 その他の支出は、公共施設等整備費支出、基金積立金支出、投資及び出資金支

出並びに貸付金支出以外の投資活動支出額を計上する。 

（国都等補助金収入の計上額） 

第１２２条 国都等補助金収入は、国庫支出金及び都支出金の当該年度支出額から、投資活

動支出の財源に充当した収入額を計上する。 

（基金取崩収入の計上額） 

第１２３条 基金取崩収入は、当該年度の基金取崩額を計上する。 

（貸付金元金回収収入の計上額） 

第１２４条 貸付金元金回収収入は、当該年度貸付金回収元金の額を計上する。 

（資産売却収入の計上額） 

第１２５条 資産売却収入は、財産売払収入の当該年度収入額を計上する。 

（その他の収入の計上額） 

第１２６条 その他の収入は、国都等補助金収入、基金取崩収入、貸付金元金回収収入及び

資産売却収入以外の投資活動収入額を計上する。 

第４節 財務活動収支 

（財務活動収支の区分） 

第１２７条 財務活動収支は、財務活動支出及び財務活動収入に区分する。 

２ 財務活動支出は、地方債償還支出及びその他の支出に区分する。 

３ 財務活動収入は、地方債発行収入及びその他の収入に区分する。 

（地方債償還支出の計上額） 

第１２８条 地方債償還支出は、当該年度地方債元金償還額を計上する。 

（その他の支出の計上額） 

第１２９条 その他の支出は、地方債償還支出以外の財務活動支出を計上する。 
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（地方債発行収入の計上額） 

第１３０条 地方債発行収入は、地方債の当該年度発行額を計上する。 

（その他の収入の計上額） 

第１３１条 その他の収入は、地方債発行収入以外の財務活動収入を計上する。 

（前年度末資金残高の計上額） 

第１３２条 前年度末資金残高は、前年度貸借対照表における現金預金のうち、歳計現金計

上額を計上する。 

（前年度末歳計外現金残高の計上額） 

第１３３条 前年度末歳計外現金残高は、前年度貸借対照表における現金預金のうち、歳計

外現金計上額を計上する。 

第６章 注記 

（重要な会計方針） 

第１３４条 財務書類作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法

その他財務書類作成のための基本となる次に掲げる事項を記載する。 

（１） 有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

（２） 有価証券等の評価基準及び評価方法 

（３） 有形固定資産等の減価償却の方法 

（４） 引当金の計上基準及び算定方法 

（５） リース取引の処理方法 

（６） 資金収支計算書における資金の範囲 

（７） その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

（重要な会計方針の変更等） 

第１３５条 重要な会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を重要な会計方針の次に

記載する。 

（１） 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更

が財務書類に与えている影響の内容 

（２） 表示方法を変更した場合には、その旨 

（３） 資金収支計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及

び当該変更が資金収支計算書に与えている影響の内容 

（重要な後発事象） 

第１３６条 会計年度終了後、財務書類を作成する日までに発生した事象で、翌年度以降の
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地方公共団体の財務状況等に影響を及ぼす後発事象のうち、次に掲げるものを記載する。 

（１） 主要な業務の改廃 

（２） 組織・機構の大幅な変更 

（３） 地方財政制度の大幅な改正 

（４） 重大な災害等の発生 

（５） その他重要な後発事象 

（偶発債務） 

第１３７条 会計年度末においては現実の債務ではないが、将来一定の条件を満たすような

事態が生じた場合に債務となるもののうち、次に掲げるものを記載する。 

（１） 保証債務及び損失補償債務負担の状況（総額、確定債務額及び履行すべき額が確

定していないものの内訳（貸借対照表計上額及び未計上額）） 

（２） 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

（３） その他主要な偶発債務 

（追加情報） 

第１３８条 財務書類の内容を理解するために必要と認められる次に掲げる事項を記載す

る。 

（１） 対象範囲（対象とする会計名） 

（２） 一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異 

（３） 出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨（根拠条文を含む。）

及び出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の

計数としている旨 

（４） 表示単位未満の金額は四捨五入することとしているが、四捨五入により合計金額

に齟齬が生じる場合は、その旨 

（５） 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号。以下「地

方公共団体財政健全化法」という。）における健全化判断比率の状況 

（６） 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額 

（７） 繰越事業に係る将来の支出予定額 

（８） その他財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

（９） 基準変更による影響額等（開始貸借対照表を作成しない場合。ただし、既に財務

書類を作成しているが開始貸借対照表を作成する場合であっても注記すること。） 

（１０） 売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲 
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（１１） 減価償却について直接法を採用した場合、当該各有形固定資産の科目別又は一

括による減価償却累計額 

（１２） 減債基金に係る積立不足の有無及び不足額 

（１３） 基金借入金（繰替運用）の内容 

（１４） 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準

財政需要額に含まれることが見込まれる金額 

（１５） 将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算

定要素） 

（１６） 地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリ

ース債務金額 

（１７） 管理者と所有者が異なる指定区間外の国道や指定区間の一級河川等及び表示登

記が行われていない法定外公共物の財務情報 

（１８） 道路、河川及び水路の敷地について、基準モデル等に基づいた評価を当該評価

額とした場合は、「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」６３段落による評価額 

（１９） 基準変更による影響額の内訳（開始貸借対照表を作成しない場合） 

（２０） 純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

（２１） 基礎的財政収支 

（２２） 既存の決算情報との関連性（第２号に係るものを除く。） 

（２３） 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内

訳 

（２４） 一時借入金の増減額が含まれていない旨並びに一時借入金の限度額及び利子の

金額 

（２５） 重要な非資金取引 

第７章 連結 

（連結対象範囲） 

第１３９条 連結財務書類の対象範囲は、一般会計等、地方公営事業会計、地方三公社、区

が加入している一部事務組合・広域連合及び区が出資・出捐している第三セクターとする。 

（連結基準） 

第１４０条 前条に規定する連結対象範囲において、区の連結財務書類に反映されることと

なる会計・団体の基準は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 一般会計等及び全ての地方公営事業会計 
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（２） 区が加入する全ての一部事務組合・広域連合 

（３） 区が設立した全ての地方三公社 

（４） 区の出資比率が５０％以上の第三セクター等（出資比率が５０％未満であっても、

当該第三セクター等が区と密接な関係にあるものと認められる場合を含む。） 

（連結財務書類作成手順） 

第１４１条 連結財務書類は、連結財務書類に反映される会計・団体の貸借対照表、行政コ

スト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書（以下「財務４表」という。）を単純

合算し、内部取引を相殺消去することにより作成する。 

（一般会計等及び地方公営事業会計以外の財務４表） 

第１４２条 一部事務組合・広域連合、地方三公社及び第三セクター等の財務４表について

は、原則として、一部事務組合等が独自で作成している財務諸表を読み替えるものとする。

ただし、第１章から前章までの定めに基づき、必要な修正を加える。 

（相殺消去） 

第１４３条 連結対象となる会計及び団体間で行われている、資金の出資（受入）、貸付（借

入）、返済（回収）、利息の支払（受取）、繰出（繰入）等、全ての内部取引を相殺消去

する。ただし、年間取引総額が１００万円未満の取引については、その重要度等を勘案し、

相殺消去の対象から除外することができる。 

（出納整理期間中における現金の受払等の調整） 

第１４４条 連結の対象となる会計及び団体間で、出納整理期間中に現金の受払等が行われ

た場合は、当該連結対象となる会計及び団体においては、会計年度末である３月３１日ま

でに現金の受払等が終了したものとみなす。 

第８章 その他 

（適用法令等） 

第１４５条 この基準に定めのない事項については、地方財政法（昭和２３年法律第１０９

号）、総務省マニュアル及び実務研究会報告書を始めとする総務省から公表される各種報

告書、Q＆A、手引並びに一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の定めるところに

よる。 

（様式） 

第１４６条 この基準の施行について必要な様式は、原則として、地方公会計標準ソフトウ

ェアに記録して作成するものとする。ただし、別記の各様式については、それぞれ別記に

掲げる様式によることができる。 
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２ 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める様式によ

ることができる。 

（１） 第１０条第１項第１号から第７号まで及び第９号、第１１条第１項第１号から第

３号まで及び第５号並びに第２０条第１項第１号から第４号までに規定する資産 港

区公有財産管理規則（昭和４９年港区規則第３４号）第１６条に規定する様式 

（２） 第２０条第１項第５号に規定する資産 港区電子計算組織管理運営要綱（平成６

年１月１３日５港企情第１０６号）第１６条に規定する様式 

（委任） 

第１４７条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、会計管理者が別に定める。 

付 則 

この基準は、平成２３年１０月１日から施行する。 

付 則 

１ この基準は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この基準による改正後の第３号様式の規定は、平成２５年度以後の物品管理事務につい

て適用し、平成２４年度以前の物品管理事務については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この基準は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この基準の規定は、平成２８年度決算に係る財務書類の開始貸借対照表作成について適

用する。 

別記 

第１号様式 貸借対照表 第５条、第６条、第１４１条 

第２号様式 削除 

第３号様式 重要物品管理台帳 第１２条 

第４号様式 リース物件台帳 第１６条 

第５号様式 財産台帳（建設仮勘定台帳） 第１０条、第１１条 

第６号様式 行政コスト計算書 第５７条、第５８条、第１４１条 

第７号様式 純資産変動計算書 第８７条、第１４１条 

第８号様式 資金収支計算書 第１００条、第１０１条、第１４１条 
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様式（省略） 
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